
- 35 -

議案第３８号

   財産の取得の件（教育用タブレット端末等）

次のとおり、教育用タブレット端末等を取得することについて、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年淡路市条例第５５号）

第３条の規定により、議決を求める。

  令和７年５月２９日提出

淡路市長 戸 田  敦 大

記

１ 取得の目的 教育用タブレット端末等の購入

２ 取得の方法 随意契約

３ 取得の金額 ３８，８４１，０００円

４ 契約の相手方

兵庫県尼崎市下坂部三丁目４番３０号

  日本電通株式会社 神戸支店 支店長 辻田 康秀



（参考資料）

財産の取得の件（教育用タブレット端末等）の概要

１ 納品場所  淡路市内（淡路市立小学校、淡路市教育委員会）

２ 財産の概要

(１) タブレット端末

   ｉＰａｄ Ｗｉ－Ｆｉ ６４ＧＢ             ６６０台

(２) ハードウェアキーボード

   ハードウェアキーボード                 ６６０台

（３） 端末管理機能（ＭＤＭ）

   ＪａｍｆＰｒｏ ５年                  ６６０台

（４） タッチペン

  導電性繊維ペン                     ６６０本

（５） 保護フィルム

  保護フィルム 全面吸着式 貼付含            ６６０個

３ 履行期限  契約締結日から令和７年８月２９日まで

４ 支出科目  会計 １ 一般会計

款 １０ 教育費

項  １ 教育総務費

目  ２ 事務局費

節 １７ 備品購入費


